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「合理的な努力」、「すべての合理的な努力」および「最大限の努力」という用語は、契約書において 

頻繁に使用されます。英国の法制度において、これらの用語は制定法による定義がされているわけでは 

ありませんが、その意味は判例法により確立されてきました。 

上記用語の意味は、常に個別の契約や契約に関する事実関係によって左右されますが、ドラフトを行うに  

あたり、英国法においてかかる用語がどのように解釈され得るのか一般的な理解を得るために、以下の 

説明が手がかりになるでしょう。また、英国における判例の多くは「努力(endeavours)」という用語の 

解釈を示しており、「努力(efforts)」という用語の解釈は示していません。従って、かかる用語の解釈

に関する予測可能性を確保するためには、「努力(efforts)」ではなく「努力(endeavours)」という用語

を使用して当事者の義務を定義することが望ましいと思われます。 

「合理的な努力」： 当事者は、自身の商業的利益および成功の可能性を念頭に置きつつ、結果を達成 

するための合理的な一連の手段を講じる必要があります。しかし、かかる一連の手段について、当事者が

利用可能なあらゆる手段を網羅する必要はありません。  

「すべての合理的な努力」： 当事者は、自身が合理的に利用可能なすべての手段を模索し、それらの 

手段を合理的な範囲で検討しなければなりません。しかし、当事者自身の商業的利益を度外視するよう 

強制されるものではなく、また、さらなる努力が無益であることが明らかな場合には、かかる努力の継続

を要求されるものでもありません。 

「最大限の努力」：当事者は、慎重かつ合理的な債権者が、自身の利益のために行為し結果を達成する上

で講じると考えられる対策を講じなければなりません。ただし、これらの対策には、当事者自身の破産を

招き得るもの、商業上の地位や信用を損ない得るもの、または成功の見込みがないものを含みません。  

さらにかかる義務は、履行時に考慮することができる事実を参照した上で履行する必要があります。 

上記用語の定義が不明確であることを考慮すると、かかる当事者が目的を達成し、かかる義務を履行する

ために実際に講じるべき対策について明確化し、あるいは上記達成について一定の条件（例えば、費やす

費用と時間について）を設定しておくことが望ましいかもしれません。これにより、費用のかかる紛争を

回避する手段となり得るかもしれません。 
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本稿はテーマとなる題材に関して一般的な解説を行うことを目的として  

おり、全ての側面を網羅するものではありません。又、本稿は、法律その他

のアドバイスを行うものではありません。 
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